
都市計画公園・緑地（市町村公園）見直しの基本的考え方 概要（1/2） 

２． 背景 

◇人口減少および少子高齢化 

３． 見直しの必要性 

４．見直しの考え方 

◇対象 

◇都市公園事業費 

●平成52年には平成22年より163万人、18％の人口減 
●高齢者は1.4倍に増え、 年少者は約6割に落ち込む予測 

大阪府域の都市公園事業費推移 

◇災害リスクの高まり 

◇都市環境の悪化 

点線内：優先対策地域 
（赤：地表面温度 
 33℃以上） 

（出典：大阪府ヒートアイランド対策推進計画） 

大阪府ヒートアイランド対策推進計画による優先対策地域 

●府域の気温は100年間に2.1℃上昇 
●生物多様性の急速な低下 
●平成19年までの40年間で山林・原野等12％、 
 農地47%減少 

１．市町村公園の現状 

◇整備状況 
大阪府域における都市計画公園・緑地の状況 
                 （平成23年3月末時点）   ※府営公園・国営公園除く 

未着手区域における都市計画決定経過年数の状況 
       （平成22年3月末時点） ※府営公園・国営公園除く 

◇今後の事業見込み 

●大阪府域におけるすべての都市計画公園・緑地約3,812haのうち、 
  約3割にあたる1,201haが未着手（平成23年3月末時点） 

●未着手面積のうち、都市計画決定後30年以上経過しているもの 
   は94％を占める 
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事業中面積 
未着手面積 

【単位：ha】 

計画面積 
合計

5942.3ha 

●未着手公園・緑地のうち約70％、未完成公園・緑地のうち 
  約57％が事業見込みなし 
●未着手公園・緑地について、今後10年以内に着手できる 
   ものはわずか4％で、今後とも建築制限が長期化する状況 

公共空間、民有地などの様々な戦略により 
府民実感のあるみどり施策を実施 

北部・東部・南部大阪都市計画区域マスタープラン（平成23年3月） 

 

道路等を軸とした 

みどりの風 
空間の創出 

 

：重点的に施策に取り組むエリア 

主要道路等 

森林、樹林地、農地等の保全、施設緑
地、都市緑化などにより府域面積の4割の
緑地を確保 

◇建築制限に係る課題 

・建築制限の期間を考慮することなく、損失補償の必要がないとする考えは大いに疑問 

長期の都市計画制限に係る訴訟提起(平成17年 盛岡事件 最高裁 補足意見） 

【単位：㎡/人】 

施設の種類 種別 機能の内容 標準規模 備考 

公

園 

住
区
基
幹
公
園 

街区公園 
主として街区内に居住する者の利用に供する

ことを目的とする公園 
0.25ha 対象 

近隣公園 
主として近隣に居住する者の利用に供するこ

とを目的とする公園 
2ha 対象 

地区公園 
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供

することを目的とする公園 
4ha 対象 

都
市
基
幹
公
園 

総合公園 

主として一の市町村の区域内に居住する者の

休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利

用に供することを目的とする公園 

概ね 

10ha 以上 
対象 

運動公園 
主として運動の用に供することを目的とする

公園 

概ね 

15ha 以上 
対象 

 

広域公園 

一の市町村の区域を超える広域の利用に供す

ることを目的とする公園で、休息、鑑賞、散

歩、遊戯、運動等総合的な利用に供すること

を目的とする公園 

概ね 

50ha 以上 
本書の対象外 

特殊公園 

（イ）主として風致の享受の用に供すること 

を目的とする公園 
― 対象 

（ロ）動物公園、植物公園、歴史公園、その

他特殊な利用を目的とする公園 
― 

見直し検討の 

対象外 

緑地 

主として自然的環境を有し、環境の保全、公

害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑

道の用に供することを目的とする公共空地 
― 

対象 

(特殊な利用目的の
緑地は除く) 

 

◇上位計画 

みどりの大阪推進計画(平成21年12月） 

◇緑の基本計画 

 

 

 

◇課題と方向性 

◇経過年数 

◇見直し及び都市公園に関する法改正等 

   ◆社会資本整備審議会における動向 

  
  ◆都市公園法施行令の改正 

   ○住区基幹公園における誘致距離標準の廃止 
 

 

     
 ○一人あたりの都市公園の敷地面積の標準について 
 
 

 
◆大阪府都市公園条例の改正 

 

・見直しは特別な問題ではなく、当たり前の都市計画運営の一環ととらえて取り組んでいくべき 

・住区基幹公園について基本的な考え方は踏襲しつつも、誘致距離の数値表示を行わない 

・従来示していた標準を参酌すべき基準とし、市町村は地域における都市公園の整備水準等を   
 勘案して、住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準を定めることが望ましい 

・都市公園法施行令の改正を受け、大阪府では府の区域内における府民一人あたりの都市公園
面積の標準を5㎡以上と定めた 



都市計画公園・緑地（市町村公園）見直しの基本的考え方 概要（2/2） 

５．住区基幹公園等の評価の進め方 

◇見直しの流れ（フロー） 

６．都市基幹公園等の評価の進め方 

◇必要性の評価（未完成公園のカルテ例） 

 

 

●地域特性等を十分に勘案し、適宜適切に活用 

●地域のみどりの将来像との整合を図る 

●見直しにあたって、関係者に十分に説明責任を果たす 

●代替機能の確保は、都市計画公園・緑地区域の廃止と同時が原則 

  

  

７． 運用について 

◇評価の考え方の相違点 

項目 住区基幹公園 都市基幹公園 

評価単位 
原則、開設区域を含めた公園・緑地全体を 

一体的に評価 

求められる機能に応じて、地形地物で 

分かれるブロックごとに評価 

必要性評価 

未完成公園の場合は２段階評価 

① 開設区域を含めた公園緑地全体の必要性

を評価 

② ①で必要性が高い機能のみ、未着手区域

の必要性を確認（開設区域の充足度） 

未着手、未完成公園とも評価は1段階 

代替性評価 
誘致圏域内で評価 

機能により評価方法は異なる 

未着手区域の現位置で評価 

周辺エリアに代替は求めない 

◇評価の要素 

◎必要性評価（機能別） ◎代替機能評価 

◎実現性評価 

一定の担保性がある地域制緑地も一体的に評価、現況の土 
地利用も含めて代替機能となり得る施策等について検討 

現況の土地利用状況による買収難易度や整備コスト、社会 
情勢を踏まえた市町村域における整備の優先順位等を考慮 
し、総合的に判断 

その他の確認 

都市計画上の確認 

※１  評価の際、誘致圏域は行政界にとらわれないものとする 

※２ 各市町村が独自に定めている緑に関する地域の将来目 

    標に対する評価 

※１ 都市計画法第59条の規定により、都市計画事業として    
      整備を行う区域として認可を受けた区域 

※２ 求められる機能に応じて地形地物等により分かれてい 

       る一団のブロックを対象 

※３ 各市町村が独自に定めている緑に関する地域の将来 

       目標に対する評価 


